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基盤整備促進事業（ さ が園芸８ ８ ８ 推進型）基盤整備促進事業（ さ が園芸８ ８ ８ 推進型）

【 事業主体】 市町

【 事業期間】 最長３ 年間（ ソ フ ト は５ 年間）

【 事業内容】
（ ハード ） 農業用用排水施設（ 井戸等） 、 暗渠排水、 土壌改良

区画整理、 農作業道等、 農地造成、 農用地の保全 など

（ ソ フ ト ） 果樹棚、 果樹根域制限シス テム （ マルチ除く ） など
※ソ フ ト 事業のみの実施はでき ま せん。

【 採択要件】 ・ さ が園芸8 8 8 運動園芸団地構想における 整備計画に定めて
いる こ と 。

・ 整備地区を 含む「 園芸産地８ ８ ８ 計画」 が策定さ れている 。
・ 整備地区の「 個別整備計画」 を 作成し ている こ と 。
・ 事業費（ ハード ） 2 0 0 万円以上、 ２ 者以上であ る こ と 。 など

【 補助率】 国5 0 （ 5 5 ） ％、 県1 5 ％、 市町1 5 ％以上、 農家2 0 （ 1 5 ） ％未満
※（ ） は、 ５ 法指定地域等の補助率

○事業の概要

施設野菜や果樹など 規模拡大の意向があ る 方や新規就農者に対し 、 営農の
ニーズに応じ た農業基盤の整備に対し 支援し ま す。

○事業の目的

園芸農家の皆さ んへ！
～皆さ んが思い描く 園芸農業を 実現する ためのオーダーメ イ ド な農地整備が行えま す～
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磨き 、 稼ぎ、 つながる 農業の確立


